
※ 道路設計協議とは、道路管理者以外が行う都計法29条の開発許可を要しない開発行為等での道路築造工事に

おける技術的協議のことです。（都計法でいう32条協議にあたります）例として、区画整理事業、再開発事

業、公園事業、河川事業、県団地等に伴う道路工事があります。 

 

 

 

 

 

 

道路設計協議における手続きフロー 

都市計画法の開発許可
手続きでいう 
「標識設置届」 
（条例事前手続き） 

都市計画法の開発許可
手続きでいう 
「32条協議」 
（法32条手続き） 

都市計画法の開発許可
手続きでいう 
「許可後手続き」 

 

照会

※変更が生じた場合には

維持課の指示を仰ぐこと 照会

※申請については各課との詳細な調整が
整ってから申請すること。

※変更が生じた場合には

維持課の指示を仰ぐこと 照会

＊結果通知受領後に工事着手を行うこと。

※「土木工事共通仕様書(横浜市)」に記載されている段階確認一覧に基づいて、
中間検査を行う。中間検査を受けるための日程調整を維持課・土木と行うこと。

台帳素図記入、作成、書類検査 関係各課の検査等は別途指示による

台帳現場検査、成果品納入

＊完了検査を維持課へ依頼（維持課と土木事務所の合同）

※路政課受付 関係各課合議の上、

※道路変更手続要綱参照 通知書交付

段
階

内
容
等

事業者 関係各課 維持課

回答　受領 回答　交付
※相談の内容により、回答無しのケースもあり

B
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議

事前調査依頼書提出 依頼書受付（路政課）
※事前調査に該当する案件かどうかは

路政課と要協議

回答書　受理
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事前協議書提出
事前相談書

協議項目等の指定など

回答書　交付
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）
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技
術
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審
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各課協議及び調整 関係各課協議

設計協議　申請
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設
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協
議
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各課協議及び調整 関係各課協議

設計協議　申請

設計協議
個別項目の確認

結果通知書　受領 結果通知書　交付
関係各課へ照会後、回答します。

設計協議
個別項目の確認

結果通知書　受領 結果通知書　交付
関係各課へ照会後、回答します。

工事着手届　受理

※指定の様式を提出

路盤・構造物工事完了

中間立ち合い・台帳作成

道路調査課にて調整 中間立ち合いE
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～

完
了

工事着手届　提出

完了届提出 完了確認

道路変更申請書　提出 道路変更申請書　受付 完了確認通知書　交付

完了確認通知書　受領
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道路法の手続

告示

参 考 資 料 

維 持 課 指 導 係 


